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 コロナ禍において、経済的に不安を抱える留学生が勉学に専念するための一助となるよう、本後援会

より特別給付（２万円）を行い、希望者２７名全員に給付しました。 

 

【参考】給付周知: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．コロナ禍対応特別給付の給付状況 １
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感染予防の観点から、相馬市内でのホームステイを含めた研修旅行を中止しました。 

 

 

 

臨時に資金が必要となった留学生２名に、5 万円の生活資金の貸付を実施しました。貸付金はすべ

て年度内に全額返済されました。 

 

 

 

今年度は支給基準改正後最初の支給です。以下２名に奨学金を支給しました。【 支給額:1 人

あたり月２．５万円（年間３０万円）】 

奨学生 2 名は、厳しい学習環境の中、勉学に励み、優秀な成績を収めました。また、翌年度の新入

生歓迎会の企画運営に積極的に取り組みました。 

 

 

【参考】改正理由（2019 年度役員会議事録より） 

・外部団体の奨学金の最低金額は 30,000 円であるため、それ以下に設定する。 

・現在の月 10,000 円 5 名の給付から、より優秀な学生に手厚い支援したい。 

・会費の収入状況（年約 65 万円程度）を有効に使える金額かつ当面は 2 名に給付する。 

所 属 
学 

年 
氏 名 国籍 性別 

経済経営学類 1 羅 韻之 ラ インシ 中国 女 

経済経営学類  1 グェン ダン タン グェン ダン タン 中国 女 

１．外国人留学生後援会奨学金について ４

１．生活資金の貸付について ３

研修旅行の中止 ２
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【参考】２列上から 2 番目の写真は２名が歓迎会の司会進行している様子です 

 

２名の活動報告書は下記のとおりです（原文のまま）。 

 羅韻之さん 
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CFA CFA

 

IPA

IPA

IPA

IPA IPA

IPA  

COLORs

 

 

 

 

 グェン ダン タンさん 
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留学生住宅総合補償制度を利用して、アパートに入居した留学生 9 名に対し、加入金の補助（2

年間:3,000 円、1 年間:1,500 円、半年間:750 円）を実施しました。 

 

 

 

2020 年度は、176 名の会員の皆様に外国人留学生後援会に加入していただいており、年度限り

の増額も含めて、952,000 円の会費収入がありました。 

 外国人留学生後援会では、会員の皆様から頂いた会費を、留学生に対して物心両面から援助する

ことを目的とし、以下の４つの事業に活用させていただいております。 

１．留学生住宅総合補償の加入金補助について ５

１．2020 年度の会費収入と使途について ６
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 今後も皆様からご支援をいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

① 留学生への生活資金の貸与 

（期限１年:最大５万円、貸付け前の審査有り） 

 

 

 

 

 

② 留学生への奨学金給付 

『福島大学外国人留学生後援会奨学金』 

 

 

 

 

 

③ 『留学生住宅総合補償』加入金補助 

アパート入居時の保証人がいない留学生に対して行う機関保証 

 

 

 

 

 

④ その他（留学生交流イベント等への費用助成） 

 

 

 

 

 

奨学金支給対象者は、福島大学留学生の代表として、国際交流や後輩の学生生

活支援に協力する義務があり、新入留学生のサポート作業などを行っています！ 

 

大学が機関保証をすることで、留学生がアパートの賃貸契約を行うことができます！ 

 

 
費用補助をいただき、新入留学生歓迎会や留学生研修旅行を行っています！ 

 

交通事故や入院による急な支出が必要となった留学生や、勉強が忙しいため、

アルバイトをすることができない留学生を支援します！ 


